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雀鴻『十六国春秋』の成立について
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か という り、これと

そこ

ことにより、

E
]
 

、胃

ー、編纂から奏上までの状況

本章では祖鴻の編纂意図を探る前段階と

での状況を確認したい

ら雀鴻伝をもとに

ちらも参照されたい）

-う゜崖鴻は所謂四姓」の 1

（河北省南宮県）を本貰としてい

（時水）のほとりに移住し

・ど

20 
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た。程鴻伝には彼の編纂動機について次のように記さ

鴻弱冠便有著述之志。見晋魏前史皆成一家、無所措意。以劉淵・

垂・挑蓑・慕容徳・赫連屈子・張軌・李雄・呂光・乞伏国仁・

拉因世故`

・麟儒．

る李属・

．慕容

因其

し、

薔李雄薔拳赫連屈子・

し。

・乞伏国

仁・禿髪烏孤・李嵩・祖渠蒙遜．凝跛等、並びに世故に因りて、一方に跨僭し、各のおの国

も、未だ統一有らざるを以て、鴻、乃ち撰して『十六国春秋』と為し、勒して百巻と

成す。其の旧記に因りて、時に増損褒貶有るなり。

すなわち、 ヽてはそれぞれ既に完成 していたため

の構想を

得たという

までにほぽ終了した。その 2年後の正始三年 (506)

覇史をもとにして 95巻を書き上げた。 29歳の時である。しかし東晋・常瑶が著した成漢の歴史

書『漢之書』（『蜀李書』）がどうしても手に入らず、完成できなかった。ところが、孝明帝の正光

三年 (522)、ついに常墟『漠之害」を入手することができた(10)。そこで序と年表各 1

このように

ただ、

とあるよ

は、

ま り、

J

し

）
 

たものではなかっにそれを表すよう

鴻二世仕江左。故不録僭晋・劉． 又恐識者責之、未敢出行於外。世宗聞其撰録、遣

散騎常侍趙邑詔鴻日「聞卿撰定諸史、甚有條貫c 便可随成者送呈。朕当於機事之暇覧之。」鴻

未

て
し

日く「聞くならく、卿は諸史を撰定して、

し。朕、当に機事の暇に於いて之れを覧るべし。」と。鴻、

多く体を失い、且つ既に末だ詑らざるを以て、迄に奏聞せず。

と相い渉る有り、言は

とある。すなわち雀鴻はかつて自

といった南朝を十六国と {？ 

と祖父が南朝に仕えたことから、東晋・ ・藷斉
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という。そしてまた、

しか

て捻

に入っ

109 

う以上、

自

るともいえる

かどうか迷っていたよう

によっ



と、

は

こと溶

じ

二、雀鴻の意図

1. 「呈奏十六国春秋表」の分析

と

しヽう

(A) 

詳．

し、

じうし、 りC
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して り

(C) 

民、

にまと

1 1 1 



(D)晋の永寧 (301)より以後、所在に兵を称し、自尊の樹を競うと雖も、而も能＜

に命じて成りて戦国と為る者、十有六家なり。善悪興滅の形、用兵乖会の勢、亦た以て之れを将

し、体例全からず、
ヽ

ぷ
ノ

し。

てヽし

し、その恩恵を受けたがゆえに雀鴻自身が著述の志を育むことができたことを述べる。

伏惟高祖以大聖応期、欽明御運、

民、

同光日月、建格天之功、創不世之法、開竪生

•五、

(E)伏しで淮るに、高祖大聖もて期に応じ、欽明も

に同じうするを以て、格天の功を建て、不世の法を創り、

る。陛下、青陽を以て統を継ぎ叡武もて天を承く C

より高く、

こと

るの化の如きに至りては、固より以て彼の禽魚を感し、蕊の寒暑を穆らぐ。而

し、徳を乾坤に合わせ、光を日月

して民を生い、惟新して大いに造

響五

太 和 (477~499) に沐浴し、音を正始 (504~508)に懐く、而して革め難きの性を勉強し、木石

の心を砥嘱せざる可けんや。誠に敏は允南に謝し、オは承眸に非ざるを知る、然れども国志・史

窃かに亦た輯ち庶幾う所なり。

つづいて『十六国春秋』を著すために苦労して覇史を収集し、それをもとに 95

していないこと

(F)始自景明之初、捜集諸国旧史、属遷京甫爾、率多分散、求之公私、駆馳数歳。又臣家貧禄

唯任孤力、至於紙尽。書写所資、毎不周接、壁正始元年、写乃向備。謹於吏按之暇、草構此

区分時事、各繋本録、破彼異同、凡為一体、約損煩文、

此書本

憚
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但愚賤無因、

と

し

て、

し、ーと

の全文である。

のは、当然ながらこの上奏文は当時の北魏の正統観にもとづし

「太祖」としていること、

と称していることなど、

＜
 

るヽこと
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しかしこの

わち、

と、 1

したこと それ

を受けて (B)で司馬談・司馬遷父子が『史記』を著したと述べる。そしてこの話を前置きにし

て（C)で永嘉の乱以来の「中原主無きこと、八十餘年なり。」という乱世をへて北魏が華北を統

ーしたことを述べ、つづいて (D)で『十六国春秋』の構想を述べている。つまり漢と北魏を対

司馬遷と雀鴻自身を対比させているのである。孝文帝は漢が周を継いだ故事をふまえて

(H}西晋の金徳を継し

の正統観によったともとれる。しかしここで注目すべきは、祖鴻が自身を司馬遷になぞらえてい

る点である。司馬遷を意識したことを窺わせる部分は他にもあり、 (F) には「諸を旧志に考え、

し、定めて実録と為す。」とあって自身の書物を「実録」という

この I実録」という言菓は『漢書』巻 62• 

緋而不華、質而不佳、其文直、其事核、不虚美、不隠悪、故謂之実録C

朔にして華な して但ならず、

謂う。

しう

とあるように、もともと

としたのは、

別に序例一巻・年表一巻を作り、仰ぎては皇朝大義を統括する

自らの

また、 (G)には「臣、又た

し、俯しては愚臣微体を著録

するを明らかにす。」とあって年表と

『史記』の「表Jと

とある。ここにいう と とは、

このようにみてくると、

してまとめたの

に倣って、五胡十六国時代を通覧する通史を目指したのではないかと思われる。

なお、上表文中ではないが、雀池と司馬遷を結びつける史料がもう 1つあるc それは

の

詔君修続史事。興公武旧、

君の伯父太偲文宣公、文宗儒罪、古を邁ぎ今を軟え、策を典り

んと

聯欲相視。

して、年将に二紀なら

は、君に

は、

という る。これは祖鴻が伯父崖光を継いで北魏の国史編纂を任される場面であるが、そ

の中で「興公の武旧は、

って、

未だ絃の匹にあ 子長の世載は、聯か相い視ぺんと欲す。」とあ

など到底およぶところではなく、
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（司馬遷の字）ならばなんとか比べられる、と賛美している[15)。上記のことをふまえると、ある

いはこの嘉誌の撰者は、祖鴻が生前に自分を司馬遷になぞらえていたことをふまえてこのような

表現を用いたのではないか。

このように指鴻には司馬遷『史記』に倣うという意識があったと看取されるのであるが軍しか

し単に模倣するだけではなかったと思われる。なぜなら、祖鴻は司馬遷のほかにもう 2人、手本

にした史家を挙げているからである。すなわち (E)には「誠に敏は允南に謝し、オは承詐に非

ざるを知る、夕俎れども国志・史考の美、窃かに亦た輯ち庶幾う所なり。」とある。ここに言う「允

南」は三国蜀の謡周の字、「承詐」はその弟子の陳寿の字、「国志」は陳寿の著した『三国志』、「史

考」は謡周の著した

十五ば、

礁周、

ざるを以て、

糾す。

をそれぞれ指す。まず謡周は『晋苔』巻82• 

書周秦以上、或採俗語百家之言、不専拠正経、

以糾遷之謬誤。

が周秦以上を書するに、或いは俗語百家の言を採り、専ら正経に拠ら

『古史考』二十五篇を作る、皆な旧典に憑りて、

その誰周に師事した陳寿は『華陽国志』巻11・後

少＜

とあるよう

鋭精史・漢。

尚苔・三伝を治め、史・

三伝および『史記』『漢苔』

は、複数の政権が分立する時代を扱った先駆的史書であり、それ

とになった(17)。これらの点を考慮すると、

の流儀を取り入れることによって、 とし

ちなみに、 「帝王の興るや、誕り

図・

ーるや、皆な駆除有り、羽（関羽） とい

2.『十六国春秋』と陳寿『三国志』の共通点

実際に の侠文やその他の史料をみると、構成や叙述姿勢において と

の共通点が見出せる（なお、「十六国春秋』の侠文については、本節では『太平御覧』巻 119~127• 
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偏覇部所引『十六国春秋』を用いた。雀鴻の原書の体裁を最もよく残しているため、構成や叙述

姿勢を見るうえで都合が良いからである (18)）。

の構成については『史通』巻 12• 

じ、煩を除き閾を補い、

えて録と日い、主紀を伝と日い、都て之れを『十六国春秋』と謂う。

とあることから、『十六国春秋』は「00録・△△伝」というかたちを取っていたことがわかるの

が(19)、これは『三国志』の構成と酷似している。『三国志』では三国を「魏書」「蜀書」「呉

と「録」という

＜
 

『三国志』では「本

と

を区別している。『十六国春秋』の「伝」は非正統政権の君主の記録という点で、

の蜀や呉の君主伝と全く同じである。ここから明らかなように、国別に歴史を書くことも本紀を

伝とすることも実は陳寿の創意によるものであり、祖鴻はそれを踏襲したに過ぎないのである。

ヽてもいくつかの共通点が見出せる。 1つは、君主の呼称である。

をみると、君主が王や皇帝を称しても、

（劉

こ

これと同じで、

」というよう

とからくる配慮である (20)。

もう 1つは君主の死去を示す用語である。『三国志』では、魏帝にのみ「崩」という天子の死去

もちい、蜀の劉備に対しては先ほどと同じく蜀に対する配慮から「祖」とい

ニノ

-とはよく

をみてみると、 62人であるが、

ことで

『+

石

慕容熙、慕容雲、

張詐、

乞伏乾帰、乞伏謀

末、嗚弘、

ら

赫連定の計 29人は何らかのかたちで殺されたか自殺した人物なので、死亡

「戚「誅」「鵠」といった用語が使われている。しかし、それ

謀容

張軌、

禿髪利鹿孤李醤
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乞伏熾盤、凝跛、赫連勃勃の計 32人の死去については、地の文では『三国志』呉書の君主伝と

同じように「斃」を用いているのである。ただ、成漢の李勢のみ「卒」の字を使っており、なぜ

李勢 1人だけ他の君主とは異なった用語を使っているのか不明である。しかし、 33人のうち実に

32人までが「斃」という字で記されているところをみると、雀鴻が『三国志』の呉書君主伝の叙

述姿勢を模倣していると考えてよいのではないか。

以上、『十六国春秋』は構成や叙述姿勢において『三国志』のとりわけ呉書の君主伝に多く倣っ

ていることがわかる。では、祖鴻がこのように『三国志』を模倣したのはなぜか。『三国志』の特

徴は魏を正統とし、蜀と呉を非正統とする西晋時代の正統観に配慮しながら、実は三国それぞれ

の独立した史書を作ったところにあった(22)。蜀書と呉害の君主伝は、劉知幾も『史通』巻 2・列

伝篇で

陳寿国志載孫劉二帝、其実紀也、而呼之日伝。

陳寿の国志、孫劉二帝を載するに、其の実、紀なり、而るに之れを呼びて伝と日う。

と述べているように、伝と称しているが実質は本紀であり、従ってそれだけで 1苔として成立し

うる性格を秘めていた。実際、『旧唐書』巻46・経籍志上では史部の正史類に

魏国志三十巻陳寿撰、袈松之注

とあり、偽史類に

蜀国志十五巻陳寿撰

呉国志二十一巻 陳寿撰、袈松之注

とあって 3害をそれぞれ独立した書物であるかのように扱っているほどである。『新唐書』巻 58・ 

芸文志 2ではこれらはみな正史類に入っているが、やはり 3書に分けて著録されている (23)。この

ように『三国志』は国別史的性格をつよく持っていた。

思うに、寵鴻はこうした『三国志』の国別史的性格を、分裂の時代を叙述する上で最適と判断

し、模倣したのではないか。つまり祖鴻の編纂意図は、十六国それぞれを中心とした国別史にあ

ったと思われるのである。『太平御覧』偏覇部所引『十六国春秋』をみると、全ての「録」の各君

主伝において、当時その国が使用していた年号をそのまま使って叙述している。これもまた『三

国志』の非正統君主伝と共通する叙述姿勢であり、伝の本紀的性格を裏付けるものであるが、こ

こにこそ十六国それぞれを中心とした国別史を害かんとする雀鴻の真意が表れているといえよう。

ちなみにいえば、『十六国春秋』も類苔などに引用される場合に、例えば「雀鴻前趙録日・・・」（『北

堂書紗』巻 160・地部 4.石篇 16) とか「雀鴻北涼録日…」（『芸文類緊』巻 2・天部下・雪）とい

うように害名を削除して「録」の名称だけを挙げる場合が間々あり、実際に国別史的性格を有し

ていたことを窺わせる。

ただし、雀鴻はすべてにおいて『三国志』を模倣したわけではない。『三国志』は魏害だけに本
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にはそのようにした形跡がない — 
とっていずれも「僭偽Jであるという特別な状況を反映したものといえる。さきの上表文の

(G) で「年表一巻」をつくつて「呈朝が大義を統括するを表」したとあるので、おそらく年表

で北魏の年を十六国諸国の年と対応させて年表にすることにより、北魏の正統性に配慮したもの

と思われる。ただそれは配慮に過ぎなかったのではないか。もし北魏の正統性を完全に具現しよ

うとしていたならば、本紀を置いて始祖神元皇帝拓跛力微以来の歴史を書く

ということは、雀鴻が叙述対象とした時代の主役は自

ると認識していたことを物語ってし

このようにみてくると、雀鴻は の国別史という く、

ヽという独自の手法も取り入れて

3．雀鴻の史評にみえる謙周『古史考』の精神

とごろで、さきの上表文で陳寿『三国志』とともに挙げられていた誰周 については、

どんな部分に倣ったのであろうか。『古史考』はすでに散侠しているため、この点ついて考

のは困難であるが、前掲『晋書』巻82・司馬彪伝によればそれは経書によって『史記』の

りを正

り、

それにあたると

24の海西公太和五年 (370)

りとあるように、

巻 102• 

に2

前秦と前燕

の間で行われた戦争の際に前秦の王猛と郎先がとった行動についての評、もう 1つは『資治通鑑』

106．晋紀 28の孝武帝太元十一年 (386)三月の条で、後燕撚容垂が私情によって父の宗廟に

ことなどに対する評である。これらは『十六国春秋』から引用したと明記

してあるわけではないが、雀鴻が十六国時代の史実を評論していること

したものと

ることにする。

して癌容評の

と こと

により王猛から死刑を言い渡されたので、猛に助命を請うた。猛がこれを断ると兵を率いて猛を

攻めようとしたため、猛は徐成を赦免した。さらに、郵莞は前燕軍を破るのと引替えに司隷校尉

の職を要求し、王猛にこれを承諾させた上で、前燕軍を撃破した。こうした郎先と王猛の行動を、

雀鴻は次のよう
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祖鴻日、「郵尭請郡将以撓法、狗私也3 勒兵欲攻王猛、無上也3 臨戦豫求、激君也）有此三者、

罪執大焉。猛能容其所短、収其所長、若馴猛虎、駆悴馬、以成大功。詩日『采蔚采非、無以

下体。』猛之謂突。」 （『資治通鑑』巻 102．晋紀 24)

祖鴻日く、「郵先、郡将を請うに法を撓むるを以てす、私に狗えばなり。兵を勒して王猛を攻

めんと欲す、上を無みすればなり。戦に臨んで豫め求む、君を激えればなり。此の三を有す

る者、罪執れか大なるや。猛、能＜其の短なる所を容れ、其の長なる所を収むるは、猛虎を

馴らし、悼馬を駁するが若く、以て大功を成さしむ。詩に曰く『蔚を采り罪を采る、下体を

以てする無し。』と。猛の謂なり。」と。 （『資治通鑑』巻 102・晋紀 24)

雀鴻が王猛をたたえるのに引用しているのは『詩経』邸風・谷風の一節である。その鄭玄の箋に

よれば「蔚や非といった野菜は葉も根も食べられるが、根はおいしい時もまずい時もあるので、

根がまずいからといって菓をも棄てるものではない」とあり (26)、つまりここでは短所のために長

所を捨ててはいけないということを喩えている。

ちなみにもう 1つの評においても、雀鴻は『春秋』を引用し故事を多用して菓容垂の行為を批

判している。このように経書を用いて史実を評論したところに、雀鴻が訛周『古史考』の精神を

実践しているのを看取することができるのではないか。

むすび

以上に考察した結果をまとめると次のごとくである。

①『十六国春秋』は祖鴻が仕事の余暇に覇史の収集につとめ、 20年以上かけて編纂した私撰の史

書であった。私撰の書ゆえ指鴻独自の歴史観が反映されており、そのため北魏国家の史観との

間に微妙な食違いがあり、結局生前には奏上されなかった。

②雀鴻が『十六国春秋』を編纂するにあたって意図したのは、司馬遷『史記』のような前代を一

括する通史であった。しかしそれは単なる模倣ではなく、誰周『古史考』や陳寿『三国志』の

流儀を取り入れることによって、『史記』を批判的に継ごうとするものであった。

③とりわけ構成や書法など陳寿『三国志』に学んだ点が多くみとめられる。寵鴻は、西晋時代の

正統観に配慮しつつ三国鼎立という時代状況を描ききった『三国志』の国別史という手法を分

裂の時代を描く上で最適と評価し、その手法を取り入れて十六国それぞれを中心として『十六

国春秋』を著した。

④雀鴻は『十六国春秋』に本紀を置かないという独自の手法を採用し、年表を作ることによって

北魏の正統性に配慮した。これは在鴻が自ら選定した十六国こそ時代の主役であると認識して

いたことを物語る。

⑤『十六国春秋』の史評には、経書を重んじる誰周『古史考』の精神が反映されていた。
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1997 

(2) 
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や湯球の作業の問題点を指摘する一方、屠本に積極的な評価を与える。

鑑考異』所引『十六国春秋』及び『＋六国春秋紗』について一司馬光が利用した

をめぐって一」

岩本篤志「羽田記念館所蔵「西域出士文献写真」 766• 767『十六国春秋』考ー李盛鐸旧蔵

レ 第 12号、 2000

り

、2004年）は、

多角的に考察する。

(4) 

(5) 

(6) 

(7)平斉民に対する北魏の処遇については、

巻 25。

2
 

「北魏の僧祇戸•仏図戸」（同著『支那仏

(8)東魏・元象元年 (538) 憎祖混墓誌」。この墓誌に関する詳細は註 (9)

(9)発掘報告は山東省文物考古研究所「臨消北朝祖氏墓」（『考古学報』 1984年2期）。そこで

は潅鴻墓誌」とともに崖鴻の妻の張玉隣（東魏賣天平四年 (537)

）、甥の祖徳（北斉． (565)「祖徳墓誌」）と （北斉・武平四年 (573)

1996 

鮮明な影印がある。釈文については、すべて趙超『漢魏南北朝墓誌彙編』（天津古籍出版社、

1992 

J 

15~16号、 1998~1999年。なお、この訳注論文の存在は町田隆吉氏の

佐伯氏は平成七年度中林ゼミ編「北朝門閥社会に於ける

36号、 1997年）

図を復元しており、

(10) 常蝶は成漠に仕え、成漠が桓温に滅ぼされたのを機に東晋に仕えた。『史通』

正史篇に

り、 と

が存在したことがわかる。同書同篇によれば、程鴻はこ

という。なお、南北朝時代の南北間の典籍の流通状況につし

「江東」で購入した
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％輯,1998年）ぢ同

1992 

れており、

し



って著作郎を領しているのは、雀鴻の境遇と共通している。なお、「武旧」という言菓につ

いては、「武」が事跡、先人が残した事業、という意味があるので、孫綽の事跡を指してい

ると思われるが、詳しくはよくわからなかった。

(16)吉川忠夫「陳寿と訛周」（小南一郎訳『正史三国志 6』ちくま学芸文庫、筑摩書房、 1993

年所収の解説）参照。

(17)その嘴矢が東晋の習盤歯『漢晋春秋』である。これについては中村圭爾「魏蜀正閏論の一

側面」（安田二郎代表『中国における歴史認識と歴史意識の展開についての総合的研究』平

成 4・5年度科学研究費補助金総合研究（A)研究成果報告薯、東北大学文学部、 1994年

所収）参照。

(18)『太平御覧』は『修文殿御覧』（北斉・祖斑等撰、武平四年 (573)成立）を藍本として編

纂されたとされる。このことを明らかにした勝村哲也氏は、『太平御覧』巻 119~127・偏

覇部所引『＋六国春秋』について、『太平御覧』の藍本である『修文殿御覧』が、北斉時代

の正統観に基づいて載録したものであると述べる（勝村哲也「『修文殿御覧』新考」仏教大

学歴史研究所編『森鹿三博士頌寿記念論文集』同朋舎出版、 1977年所収）。そもそも類薯

とは天地自然にはじまり人間世界の社会秩序・人間の行為・人間が働きかける対象として

の物や事柄などあらゆるものを分類するという性格を有しており、そのため「皇主部」や

「偏覇部」といった皇帝を中心とする中華世界の秩序に関する項目には、その類書が編纂

された時代の正統観が如実に反映された（勝村哲也「類書の歴史」『しにか』 1998年 3月

号所収、および同「修文殿御覧天部の復元」山田慶児編『中国の科学と科学者』京都大学

人文科学研究所、 1978年参照）。上記の勝村氏の見解はこうした類書の特徴を念頭に置い

たものである。したがって『太平御覧』偏覇部所引『十六国春秋』は、北斉時代の正統論

の立場から採録したものなので、類書の他の部のような断片的な引用ではなく、十六国君

主それぞれの「録」の全体を約めたダイジェスト版という性格を持っている。

(19) 「△△伝」まで記したものは少ないが、『資治通鑑考異』に「禿髪烏孤伝」と「符堅伝」の

用例がある。前掲註（ 3)町田隆吉「『資治通鑑考異』所引『＋六国春秋』及び『十六国春

秋紗』について」参照。

(20) 今鷹真「『三国志』の特徴」（今鷹真•井波律子訳『正史三国志 1』ちくま学芸文庫、筑摩

書房、 1992年所収の解説）参照。

(21)前掲註 (20)今鷹真「『三国志』の特徴」参照。

(22)李純鮫『三国志研究』（巴蜀書社、 2002年）の「五、《三国志》的史学」、および前掲註 (20)

今鷹真「『三国志』の特徴」参照。

(23)ちなみに『隋書』巻 28・経籍志2では「三国志六十五巻叙録一巻、晋太子中庶子陳寿撰、
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宋太中大夫袈松之注」とあって、 1書として扱っている。

(24)清・黄爽『漢学堂叢苔』（1986年中文出版社影印『黄氏逸書考』本）に輯本があり、侠文

の量は零細であるが、その面影を見ることができる。

(25) 清・湯球『＋六国春秋輯補』は、この 2 つの史評をそれぞれ巻 38• 前秦録 8 と巻 44 ・後

燕録 3に収める。

(26)原文は以下の通り。「此二菜者、蔓苛与菖之類也、皆上下可食。然而其根有美時、有悪時、

采之者不可以根悪時井棄其葉。」。

※本稿は 2004年6月 12日の中国石刻文物研究会（於明冶大学）での研究発表、および 2004年8

月 1日の五胡の会（於日光ゆの香）での研究発表（一部）をもとに再構成したものである。上

記の研究会の際には、参加者から貴重なご助言ご指導をいただいた。とりわけ岩本篤志氏から

は、 6月の発表後に電子メールにてさらにご教示を賜った。記して深謝申し上げる次第である。
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事項

生まれる。

知 20(496)| 19歳 1彰城王左常侍（従八品下）

棗明 1(500) I 23歳
頃

漿明 3(502)| 25歳 I員外郎（七品上）・尚書虞曹郎中（六

品下）

『十六国春秋』史料収集開始。

魏 67

魏 67

魏 67

?
'
-
?
 

魏 67

魏 67

伯父崖光とともに『魏律』の制定に 1魏67

参与。 『十六国春秋』撰述開始。

『十六国春秋』95巻まで書き上がる

も、常濾『漢之書』手に入らず、不

行台：：：二二車将軍（従五I：三□□tい豫州城民白早 I魏67

給事中（従六品上）．

尚書都兵郎中（六品下）

（六品下）

? I I員外散騎侍郎（五品上）・三公郎中（六 I I魏 67

宣武帝による『十六国春秋』要求。 1魏 67

2月、父雀敬友卒す。鴻、任を解かれ 魏67

るも、同年 11月、もとの官に復帰。

中堅将軍（従四品上）・員外散騎侍郎

（五品上） ・三公郎中（六品下）

中散大夫（四品下）・高陽王友（五品

上） •三公郎中（六品下）

司徒右長史（従三品）

正光 4(523} 

正光 5(524) 

孝昌 1(525) 

『十六国

完成。

11月、伯父雀光卒す。

1月、伯父雀光の後を継ぎ、国

編纂に

11月、 幕誌

同

一品） ・斉州大中正

鎮東大将軍（従二品）・度支尚書（ロ

•青州刺史（三品）

魏 67

られる。 墓誌

※「魏」は『魏書』、数字は巻数をあらわす。「墓誌」は「雀鴻墓誌Jをあらわす。「雀鴻墓誌」の出上状況や

著録については、註 (9)参照S
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